
山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
九
十
号　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
二
九

月 曜 日

第
二
千
七
百
九
十
号

　

平
成
三
十
年

五
月
十
四
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
自
動
車
専
用
道
路
の
指
定	

二
二
九

○
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）	

二
二
九

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
二
件
）	

二
三
〇

　
　
　
　

公
安
委
員
会

○
信
号
機
の
設
置
等
交
通
規
制
の
告
示
の
一
部
改
正	

二
三
〇

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。
そ
の
関

係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か

ら
平
成
三
十
年
六
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

藤
垈
石
和
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
す
る
期
日

笛
吹
市
八
代
町
南
字
身
洗
沢
四
六
八
八
番
一
地
先
か
ら

笛
吹
市
八
代
町
南
字
雨
田
二
四
三
一
番
三
地
先
ま
で

六
九
・
九
平
成
三
十
年
五

月
十
四
日

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

四
百
十
一
号

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
州
市
塩
山
上
萩
原
字
萩
原
山
四
七
八
三
番
一
地

先
か
ら

甲
州
市
塩
山
上
萩
原
字
萩
原
山
四
七
八
三
番
一
地

先
ま
で

旧

一
七
・
八
〜

三
四
・
八

七
二
・
〇

新

二
二
・
二
〜

四
一
・
六

七
二
・
〇

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
四
日
ま
で
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

市
川
三
郷
山
梨
自
転
車
道
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新
の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

中
央
市
大
田
和
字
長
正
寺
四
四
二
番
地
先
か
ら

中
央
市
大
田
和
字
上
土
井
外
笛
吹
川
右
岸
堤
防
敷

地
先
ま
で

旧

三
・
〇
〜五
六
・
六

四
八
九
・
〇

新

二
・
九
〜
三
・
一

四
八
九
・
〇

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
九
十
号　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

二
三
〇

◉　

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称　

富
士
川
町

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
十
日
ま
で

三　

成
果
の
名
称　

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域　

富
士
川
町
大
字
鰍
沢
の
一
部

五　

認
証
年
月
日　

平
成
三
十
年
五
月
七
日　

◉　

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称　

河
口
湖
町

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期　

平
成
十
一
年
七
月
二
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
十
三
日
ま
で

三　

成
果
の
名
称　

地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域　

河
口
湖
町
大
字
河
口
の
一
部

五　

認
証
年
月
日　

平
成
三
十
年
五
月
七
日　

　
　
　
　
　
　

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
一
号

　

信
号
機
の
設
置
、
車
両
の
通
行
禁
止
、
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四
十
九
年
山
梨
県
公
安
委

員
会
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が
設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長　
　

赤　
　

岡　
　

利　
　

行　
　

　

別
表
第
一
中

「

三

甲
府
市
城
東
三
丁
目
七
番
一
号
先

（
国
道
四
一
一
号
と
市
道
和
田
平
東

線
と
の
交
差
点
）

藤
川
橋
西
詰　

平
成
六
年
九
月
一
二
日　
　

告
示
第
三
五
号

」

を「

三

甲
府
市
城
東
三
丁
目
七
番
一
号
先

（
国
道
四
一
一
号
と
市
道
と
の
十
字

路
交
差
点
）

富
士
川
橋
西
詰

　

平
成
三
〇
年
五
月
一
四
日　

告
示
第
六
一
号

」

に
、

「

二
〇
四
甲
府
市
音
羽
町
二
番
一
二
号
先
（
市

道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

千
塚
南　

平
成
二
四
年
二
月
二
日

告
示
第
一
〇
号

」

を「

二
〇
四
甲
府
市
千
塚
二
丁
目
四
番
二
六
号
先

（
市
道
同
士
の
十
字
路
交
差
点
）

千
塚
南　

平
成
三
〇
年
五
月
一
四
日

告
示
第
六
一
号

」

に
、

「

三
一
八
中
央
市
成
島
一
、
八
一
三
番
地
先

（
町
道
成
島
中
島
線
と
町
道
三
、
〇

七
六
号
線
と
の
十
字
路
交
差
点
）

成
島
駐
在
所
前
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日

告
示
第
五
四
号

」

を「

三
一
八
中
央
市
成
島
一
、
八
一
三
番
地
先

（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
）

成
島
交
番
前

平
成
三
〇
年
五
月
一
四
日

告
示
第
六
一
号

」

に
、

「

五
〇

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
四
〇
番
地
の
一

先
（
町
道
北
新
町
一
号
線
と
町
道
北

新
町
二
号
線
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

鰍
沢
病
院
前

平
成
一
四
年
八
月
一
日

告
示
第
四
一
号

」

二
三
〇



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
九
十
号　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

二
三
一

を「

五
〇

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
三
四
〇
番

地
一
先
（
町
道
同
士
の
丁
字
路
交
差

点
）

富
士
川
病
院
前
平
成
三
〇
年
五
月
一
四
日

告
示
第
六
一
号

」

に
、

「

五
六

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
三
四
〇
番
地
の
一

（
国
道
五
二
号
（
甲
西
道
路
）
と
町

道
と
の
丁
字
路
交
差
点
）

鰍
沢
病
院
入
口
平
成
一
九
年
三
月
一
九
日

告
示
第
二
七
号

」

を「

五
六

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
鰍
沢
三
四
〇
番

地
一
先
（
国
道
五
二
号
と
町
道
と
の

丁
字
路
交
差
点
）

富
士
川
病
院
入

口

平
成
三
〇
年
五
月
一
四
日

告
示
第
六
一
号

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
六
一
一
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

六
一
二
市
道

上
野
原
市
新
田
一
、
四
七

八
番
地
二
先
（
Ｊ
Ｒ
上
野

原
駅
ロ
ー
タ
リ
ー
入
口
か

ら
出
口
ま
で
の
間
）
（
一

三
〇
メ
ー
ト
ル
）

車
両

車
両
進
行

ロ
ー
タ
リ

ー
入
口
か

ら
ロ
ー
タ

リ
ー
内
を

時
計
回
り

終
日

上
野
原

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
六
の
四
八
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
八
〇

削
除

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
の
三
〇
七
の
項
及
び
三
〇
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
〇
七

国
道
五

二
号

甲
斐
市
富
竹
新
田
三
三
七
番
地
一
先

四
韮
崎
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

三
〇
八

国
道
五

二
号

甲
斐
市
竜
王
新
町
一
、
二
六
一
番
地
先

四
韮
崎
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
の
三
四
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
四
六

主
要
地

方
道
甲

府
南
ア

ル
プ
ス

線

甲
斐
市
万
才
二
八
七
番
地
六
先

一
韮
崎
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
の
一
、
〇
二
三
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
〇
二
三
市
道

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
、
〇
三
一

番
地
先

一
笛
吹
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
の
一
、
九
八
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
、
九
八
一
国
道
一

四
〇
号
甲
府
市
横
根
町
九
六
四
番
地
先

五
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
の
三
、
七
二
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
、
七
二
五
主
要
地

方
道
甲

府
山
梨

線

甲
府
市
古
府
中
町
六
、
〇
二
六
番
地
二

先

一
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
の
五
、
五
四
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
、
五
五
〇

市
道

甲
府
市
千
塚
二
丁
目
四
番
二
六
号
先

一
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
一
県
道
中

下
条
甲

府
線

甲
府
市
池
田
三
丁
目
七
番
一
三
号
先

一
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
二
自
転
車

道

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
一
八
番
地
先

一
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
九
十
号　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

二
三
二

五
、
五
五
三

自
転
車

道

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
一
一
番
地
先

一
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
四
自
転
車

道

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二
七
四
番
地
五

先

一
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
五
自
転
車

道

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二
七
一
番
地
先

一
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
六
市
道

中
央
市
大
鳥
居
三
、
七
七
〇
番
地
先

一
南
甲

府

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
七
国
道
一

四
〇
号
中
央
市
浅
利
三
、
五
五
二
番
地
先

五
南
甲

府

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
八
市
道

南
ア
ル
プ
ス
市
東
南
湖
二
五
〇
番
地
一

先

一
南
ア
ル
プ

ス

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
五
九
市
道

甲
斐
市
竜
王
新
町
一
、
四
三
一
番
地
先

三
韮
崎
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
〇

主
要
地

方
道
甲

斐
中
央

線

甲
斐
市
西
八
幡
九
六
四
番
地
一
先

一
韮
崎
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
一
国
道
二

〇
号

北
杜
市
白
州
町
台
ヶ
原
三
八
〇
番
地
一

四
先

二
北
杜
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
二
主
要
地

方
道
市

川
三
郷

身
延
線

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
岩
間
一
、
八
〇

四
番
地
二
先

三
鰍
沢
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
三
市
道

笛
吹
市
石
和
町
中
川
四
三
〇
番
地
二
先

一
笛
吹
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
四
主
要
地

方
道
白

井
甲
州

線

甲
州
市
塩
山
西
広
門
田
七
四
番
地
先

四
日
下
部

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
五
県
道
鳴
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
勝
山
九
六
九

一
富
士
平
成
三
〇
年
五
月

沢
富
士

河
口
湖

線

番
地
先

吉
田
一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
六
市
道

上
野
原
市
新
田
一
、
四
九
五
番
地
先

二
上
野
原

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

五
、
五
六
七
市
道

上
野
原
市
上
野
原
八
、
一
五
四
番
地
二

七
先

二
上
野
原

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
四
の
三
〇
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
〇
八
市
道

都
留
市
四
日
市
場
三
九
番

地
先
（
赤
坂
駅
入
口
交
差

点
）
か
ら
都
留
市
つ
る
一

丁
目
一
二
番
一
号
先
ま
で

の
両
側

一
、
三
〇
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

②
③
を

除
く
。）

四
〇
大
月
平
成
三
〇

年
五
月
一

四
日

告
示
第
六

一
号

　

別
表
第
十
四
の
四
五
七
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
五
七
国
道
一

四
〇
号
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
二
九

六
番
地
先
（
仲
沢
ガ
ー
ド

北
交
差
点
）
か
ら
甲
州
市

塩
山
上
塩
後
四
番
地
先

（
向
嶽
寺
前
交
差
点
）
ま

で
の
両
側

四
五
〇

車
両
（

原
付
・

け
ん
引

②
③
を

除
く
。）

四
〇
日
下

部

平
成
三
〇

年
五
月
一

四
日

告
示
第
六

一
号

　

別
表
第
十
六
の
四
、
三
三
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
、
三
三
九

削
除
　

南
甲
府
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
六
の
一
〇
、
九
四
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
〇
、
九
四
二
削
除
　

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
六
の
一
一
、
八
三
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
一
、
八
三
〇

国
道
一

四
〇
号
山
梨
市
北
一
、
一
一
一
番
地
一
先
（
国

道
一
四
〇
号
と
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨

線
と
の
十
字
路
交
差
点
・
東
進
車
両
）

日
下
部
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
七
百
九
十
号　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

二
三
三

　

　

別
表
第
十
六
の
一
一
、
九
三
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
一
、
九
三
三
市
道

甲
府
市
横
根
町
九
八
三
番
地
一
先
（
県

道
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
南
進

車
両
）

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

一
一
、
九
三
四
主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
桜
井
町
六
三
四
番
地
二
先
（
左

折
導
流
帯
・
東
進
車
両
）

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

一
一
、
九
三
五
市
道

笛
吹
市
石
和
町
八
田
三
三
〇
番
地
一
六

一
先
（
市
道
同
士
の
丁
字
路
交
差
点
・

東
進
車
両
）

笛
吹

平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

一
一
、
九
三
六
国
道
一

四
〇
号
山
梨
市
北
七
七
番
地
二
先
（
国
道
一
四

〇
号
と
主
要
地
方
道
甲
府
山
梨
線
と
の

十
字
路
交
差
点
・
西
進
車
両
）

日
下
部
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

一
一
、
九
三
七
市
道

上
野
原
市
新
田
一
、四
八
〇
番
地
先（
県

道
と
市
道
と
の
丁
字
路
交
差
点
・
南
進

車
両
）

上
野
原
平
成
三
〇
年
五
月

一
四
日

告
示
第
六
一
号

　

別
表
第
十
七
の
一
、
三
九
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
、
四
〇
〇

市
道

上
野
原
市
新
田
一
、

四
七
九
番
地
先
（
Ｊ

Ｒ
上
野
原
駅
ロ
ー
タ

リ
ー
入
口
か
ら
出
口

ま
で
の
間
）

一
七
〇

車
両
終
日
上
野
原

平
成
三
〇

年
五
月
一

四
日
告
示
第
六

一
号

　

別
表
第
十
九
の
九
の
項
及
び
一
〇
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
三
番
三
号
先
（
山

交
百
貨
店
前
）
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
一
丁

目
七
番
一
号
先
（
県
庁
前
交
差
点
）
ま
で

の
片
側
歩
道
（
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
）

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月
一
四

日告
示
第
六
一
号

一
〇

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
番
九
号
先
（
甲

府
駅
前
交
番
）
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
二
丁

目
二
六
六
番
地
先
（
県
庁
前
交
差
点
）
ま

で
の
片
側
歩
道
（
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
）

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月
一
四

日告
示
第
六
一
号

別
表
第
十
九
の
二
一
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
一
四
主
要
地
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
七
八
番
地
先
甲
府

平
成
三
〇
年
五
月
一
四

方
道
甲

府
韮
崎

線

（
防
災
新
館
前
交
差
点
）
か
ら
甲
府
市
丸

の
内
一
丁
目
一
八
番
一
号
先
（
市
役
所
前

交
差
点
）ま
で
の
片
側
歩
道（
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル
）

日告
示
第
六
一
号

二
一
五
主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
三
〇
番
地
先

（
橘
児
童
公
園
前
交
差
点
北
側
）
か
ら
甲

府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
三
三
番
地
先
（
橘

児
童
公
園
前
交
差
点
南
側
）
ま
で
の
片
側

歩
道
（
二
五
メ
ー
ト
ル
）

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月
一
四

日告
示
第
六
一
号

二
一
六
主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
五
三
二
番
地
二
先

（
防
災
新
館
前
交
差
点
）
か
ら
甲
府
市
丸

の
内
二
丁
目
三
一
番
一
号
先
（
市
役
所
前

交
差
点
）ま
で
の
片
側
歩
道（
一
〇
〇
メ
ー

ト
ル
）

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月
一
四

日告
示
第
六
一
号

二
一
七
主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二
七
四
番
地
三
先

（
橘
児
童
公
園
前
交
差
点
北
側
）
か
ら
甲

府
市
丸
の
内
二
丁
目
五
二
六
番
地
先
（
橘

児
童
公
園
前
交
差
点
南
側
）
ま
で
の
片
側

歩
道
（
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

甲
府

平
成
三
〇
年
五
月
一
四

日告
示
第
六
一
号

別
表
第
三
十
の
二
の
三
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
九

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
〇
〇
番
地

先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
〇

九
番
地
先
ま
で
（
八
メ
ー
ト
ル
）

終
日
車
両
（

貨
物
集

配
中
の

貨
物
車

に
限
る

。
）

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
〇

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
一
一
番
地

先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
一

八
番
地
先
ま
で
（
一
六
メ
ー
ト
ル
）

終
日
路
線
バ

ス

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
一

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
一
八
番
地

先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
三

〇
番
地
先
ま
で
（
四
メ
ー
ト
ル
）

終
日
車
両
（

貨
物
集

配
中
の

貨
物
車

に
限
る

。
）

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
二

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
五
三
番
地

先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
一
六

七
番
地
先
ま
で
（
二
五
メ
ー
ト
ル
）

終
日
車
両
（

貨
物
集

配
中
の

貨
物
車

に
限
る

。
）

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号
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第
二
千
七
百
九
十
号　
　

平
成
三
十
年
五
月
十
四
日

二
三
四

四
三

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
五
三
二
番
地

二
先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
五

三
〇
番
地
先
ま
で
（
八
メ
ー
ト
ル
）

終
日
車
両
（

貨
物
集

配
中
の

貨
物
車

に
限
る

。
）

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
四

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
五
二
九
番
地

先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
五
二

七
番
地
先
ま
で
（
八
メ
ー
ト
ル
）

終
日
車
両
（

貨
物
集

配
中
の

貨
物
車

に
限
る

。
）

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
五

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二
七
四
番
地

三
先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二

七
二
番
地
先
ま
で
（
一
六
メ
ー
ト
ル
）

終
日
路
線
バ

ス

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
六

主
要
地

方
道
甲

府
韮
崎

線

甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二
七
一
番
地

先
か
ら
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二
六

八
番
地
先
ま
で
（
八
メ
ー
ト
ル
）

終
日
車
両
（

貨
物
集

配
中
の

貨
物
車

に
限
る

。
）

甲
府
平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
七

市
道

上
野
原
市
新
田
九
六
八
番
地
先
（
タ

ク
シ
ー
乗
降
場
一
〇
メ
ー
ト
ル
区
間

の
内
の
道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ

れ
た
部
分
）

終
日
タ
ク
シ

ー

上
野

原

平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

四
八

市
道

上
野
原
市
新
田
九
四
四
番
地
先
（
バ

ス
乗
降
場
三
〇
メ
ー
ト
ル
区
間
の
内

の
道
路
標
示
に
よ
っ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
）

終
日
路
線
バ

ス

上
野
原

平
成
三
〇
年

五
月
一
四
日

告
示
第
六
一

号

　

別
表
第
三
十
三
の
五
六
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
七
〇

国
道
一
四

〇
号

甲
府
市
横
根
町
九
六
四
番
地
先
（
十
郎
橋

西
交
差
点
）

五　

平
成
三
〇
年
五
月
一

四
日
告
示
第
六
一
号

五
七
一
市
道

甲
府
市
千
塚
二
丁
目
四
番
二
六
号
先
（
千

塚
南
交
差
点
）

一

平
成
三
〇
年
五
月
一

四
日

告
示
第
六
一
号

五
七
二
市
道

甲
斐
市
竜
王
新
町
一
、
四
三
一
番
地
先

（
新
町
赤
坂
交
差
点
）

二

平
成
三
〇
年
五
月
一

四
日
告
示
第
六
一
号


